
【今後のスケジュール（予定）】
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３ 【公会計化の効果】

〈保護者のメリット〉
①給食費の取扱いがより明確になり、透明性が高まる。
②保護者が指定した金融機関からの引落が可能。
〈学校現場のメリット〉
①基本的には、給食費の徴収管理の必要がなくなる。
②システム管理による事務負担の軽減による教育時間の確保。

 市第６５号議案説明資料
 平成２２年１２月１０日
こども青少年・教育委員会

市第65号議案　横浜市学校給食費の管理に関する条例の制定について

１ 【提案理由】

　横浜市の設置する学校において、学校給食法第４条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部にお
ける学校給食に関する法律第３条の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに
関し必要な事項を定めるため、横浜市学校給食費の管理に関する条例を制定したいので提案しま
す。

２ 【条例案の概要】

　学校給食の実施、給食費の徴収、額、減額及び納付といった児童・生徒、保護者等の権利義務
に関する事項や行政が行う給食費の徴収管理等について規定するものです。

※規則等については、学校給食費管理システム(仮称)の開発と並行して進める必要があります。
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【参考１】学校給食法 

第4条 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施される

ように努めなければならない。 

第 11 条 学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要

する経費のうち政令で定めるもの(※)は、義務教育諸学校の設置者の負担とする。 

２ 前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける児童又は生徒

の保護者負担とする。  

※人件費、施設・設備の修繕費等 

 

【参考２】旧文部省通知 

○学校給食の徴収管理上の疑義について 

（S33 文部省管理局長から北海道教委教育長あて回答）・・（抜粋） 

１ 法第11条第２項の規定は、保護者の負担の範囲を明らかにしたものであって、保護者

に公法上の負担義務を課したものではない。 

２ 法第 11 条の規定は、保護者の負担を軽減するために、設置者が学校給食費を予算に

計上し、保護者に補助することを禁止した趣旨のものではない。 

３ 学校給食費の性格は、学校教育に必要な教科書代と同様なものであるので、学校給食

費を地方公共団体の収入として取り扱う必要はないと解する。 

 

○学校給食の徴収、管理上の疑義について 

（S32 文部省管理局長から福岡県教委教育長あて回答）・・（抜粋） 

１ 学校給食の実施者は、その学校の設置者である。 

３ 保護者の負担する学校給食費を歳入とする必要はないと解する。 

４ 校長が、学校給食費を取り集め、これを管理することは、さしつかえない。 

 

【参考３】給食費の現行額(年額) 

(１) 小学校 

   ４４，０００円 

(２) 特別支援学校                         (単位:円) 

学校名 幼稚部 小学部 中学部 高等部 

盲 ４１，２５０ ４４，０００ ５５，０００ ５５，０００

中村 ― ４４，０００ ４４，０００ ４４，０００

港南台ひの ― ４４，０００ ５５，０００ ５５，０００

上菅田 ― ４４，０００ ４４，０００ ４４，０００

ろう ４１，２５０ ４４，０００ ５５，０００ ５５，０００

北綱島 ― ４４，０００ ４４，０００ ４４，０００

新治 ― ４４，０００ ４４，０００ ４４，０００

東俣野 ― ４４，０００ ４４，０００ ４４，０００

本郷 ― ４４，０００ ５５，０００ ５５，０００

 



〈現行〉

① ② ③ ④

公会計（市の歳入歳出予算）

契約等、相手の同意により発生

■学校給食費の債権

･S32文部省管理局長から福岡
県教委教育長あて回答

※市営住宅使用料、母子
寡婦福祉資金貸付金ほか

※学校給食費Ｈ２４年度～

市の債権

私法上の債権

公会計

・自治法231条の３第３項 ・自治法231条の３第１項

公法上の債権

私会計

･S33文部省管理局長から北海
道教委教育長あて回答

〈滞納処分による徴収可〉
※市税、国民健康保険料、保
育所保育料ほか

〈滞納処分による徴収不可〉
※生活保護費負担金・返納
金、児童扶養手当返納金ほか

非強制徴収公債権強制徴収公債権

行政処分により発生。相手の同意を要しない。
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